
６月30日から７月１日までの２日間で、十勝総合振興局
管内において、飲酒運転による逮捕事案が 発生し、３件
「 」の実施が発表されました。飲酒運転根絶緊急対策
※ 北海道飲酒運転の根絶に関する条例に基づくもの。

○ 対策地域
十勝総合振興局管内

○ 対策期間
７月３日（月）から７月９日（日）までの７日間

○ 主な対策実施内容
十勝総合振興局管内を始めとする関係機関・団体が中心となり、

飲酒運転根絶に向けた広報・啓発、街頭指導活動を実施

【飲酒運転を助長する犯罪】
車両提供罪→飲酒運転をするおそれのある人に車両を提供すること。
酒類提供罪→飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供すること。
同 乗 罪→運転者が飲酒していることを知りながら､要求・

依頼して同乗すること。

飲酒運転 悪質 重大な犯罪！！は で
飲酒は運転に必要な判断能力・身体能力を低下させるなど

大きな影響をもたらします。
○一人一人が自覚を持って飲酒運転しない
○周りの人に飲酒運転をさせない

の実現を目指しましょう！飲酒運転を許さない社会
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